
２０２４年３月２日 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

 

指定代理請求人の範囲拡大および「介護保険への加入」制度の新設に伴う約款改定について 

平素より当社生命保険をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社（社長：加治 資
朗、以下「当社」）は、代理請求制度等を改定し、指定代理請求人としてご指定いただける方の範囲を
拡大します。 

また、新収入保障保険のご加入者で当社所定の要件を満たす場合に、告知書の提出なしで介護保険
に新規加入できる「介護保険への加入」制度を新設しますので、お知らせいたします。 

１．指定代理請求人の範囲拡大                                          

（１）改定内容 
・当社では、保険金・給付金等の受取人である被保険者が、保険金・給付金等を請求できない特別な
事情があるときに、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金・給付金等の請求をすることが
できます。（一部商品では、代理請求特約等を付帯する必要があります。） 

・２０２４年３月２日以降、指定代理請求人の範囲を下表のとおり改定し、被保険者の３親等内の親
族について甥姪の指定要件を緩和するとともに、同居・生計同一要件を撤廃します。 

改定後（２０２４年３月２日以降） 現行（２０２４年３月１日以前） 

①次の範囲内の方 

ア．被保険者の戸籍上の配偶者 

イ．被保険者の直系血族 

 

 

ウ．被保険者の３親等内の親族 

 

 

②次の範囲内の方。ただし、会社所定の書類等に
よりその事実が確認でき、かつ、保険金・給付
金等を請求すべき適当な理由があると会社が
認めた方に限ります。 

ア．被保険者と同居し、または被保険者と生計
を一にしている前①に掲げる以外の方 

イ．被保険者の療養看護に努め、または被保険
者の財産管理を行っている方 

ウ．その他前アおよびイに掲げる方と同等の
特別の事情がある方として会社が認めた方 

①次の範囲内の方 

ア．被保険者の戸籍上の配偶者 

イ．被保険者の直系血族 

ウ．被保険者の兄弟姉妹（兄弟姉妹がいないと
きは甥姪） 

エ．被保険者と同居し、または、被保険者と生
計を一にしている被保険者の３親等内の
親族 

②次の範囲内の方。ただし、会社所定の書類等に
よりその事実が確認でき、かつ、保険金・給付
金等を請求すべき適当な理由があると会社が
認めた方に限ります。 

ア．被保険者と同居し、または被保険者と生計
を一にしている前①エに掲げる以外の方 

イ．被保険者の療養看護に努め、または被保険
者の財産管理を行っている方 

ウ．その他前アおよびイに掲げる方と同等の
特別の事情がある方として会社が認めた方 

（※）（旧）あいおい生命のご契約の場合、今回の改定により、②ア．～ウ．および同居または同一生
計でない①ア．の指定も可能となります。（具体的な改定内容は別紙参照） 

（２）改定対象契約（対象となる普通保険約款および特約条項の具体的な名称は別紙参照） 
・三井住友海上あいおい生命のご契約（一部商品では代理請求特約を付帯する必要があります。） 
・（旧）三井住友海上きらめき生命のご契約（一部商品では代理請求特約を付帯する必要があります。） 
・（旧）あいおい生命のご契約（指定代理請求人特約を付帯する必要があります。） 
（※）三井住友海上火災保険およびあいおいニッセイ同和損害保険から契約移行されたご契約は、指

定代理請求人による請求制度がありませんので、改定はありません。 
２．「介護保険への加入」制度の新設                                          

（１）改定内容 
改定対象契約の普通保険約款に「介護保険への加入」の規定を次のとおり新設します。これにより、
当社所定の要件を満たす場合、告知書の提出なしで当社の定める介護保険に加入できます。 

保険契約の型がⅠ型以外の場合で、責任開始期の属する日からその日を含めて会社の定める
期間をこえて被保険者であった者は、保険期間満了時または解約時に、会社の承諾を得て、会
社の定める介護保険に加入することができます。 

（２）改定対象契約 
新収入保障保険（払込期間中無解約返戻金型）のご契約（本制度の適用は、保険契約の型がⅡ型・
Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅶ型・Ⅷ型のご契約に限ります。） 

３．適用時期                                         

本改定は、２０２４年３月２日以降、すでにご契約いただいている契約を含めて適用します。 

 

以上 

  



別紙 

 

１．三井住友海上あいおい生命、（旧）三井住友海上きらめき生命のご契約                                         

（１）改定対象となる普通保険約款および特約条項 

特定疾病保障終身保険 特定疾病保障定期保険 
５年ごと利差配当付特定疾病
保障終身保険 

ガン保険 新医療保険 新ガン保険 

無解約返戻金型逓減定期保険 低解約返戻金型定期保険 無解約返戻金型定期保険 

新医療保険α 新ガン保険α 
一時払終身医療保険（低解約返
戻金型） 

収入保障保険（払込期間中無解
約返戻金型） 

低・無解約返戻金選択型医療保
険 

新収入保障保険（払込期間中無
解約返戻金型） 

終身保険（低解約返戻金型） 
低・無解約返戻金選択型医療保
険（18） 

ガン保険（無解約返戻金型）
（18） 

災害保障期間設定型定期保険 
医療保険（無解約返戻金型）
（22） 

ガン保険（無解約返戻金型）
（22） 

引受基準緩和型医療保険（無解
約返戻金型） 

リビング・ニーズ特約 代理請求特約 

 

（２）約款記載例：代理請求特約条項 改定対比表（指定代理請求人の範囲拡大部分を抜粋） 

改定後（２０２４年３月２日以降） 現行（２０２４年３月１日以前） 

第２条（保険金等の代理請求） 
１．この特約を付加した場合、次に定めると
ころにより代理請求を取り扱います。 
(1) 被保険者と主契約または主契約に付

加されている特約の保険金、年金、一
時金または給付金（以下「保険金等」
といいます。）の受取人が同一の場合
で、請求を行う意思表示が困難である
等の特別の事情があるために、その保
険金等の受取人が保険金等を請求す
ることができないときは、保険金等の
受取人の代理人が、保険金等を請求す
ることができます。 

(2) 被保険者と保険契約者が同一の場合
で、請求を行う意思表示が困難である
等の特別の事情があるために、保険契
約者が保険料の払込免除を請求する
ことができないときは、保険契約者の
代理人が、保険料の払込免除を請求す
ることができます。 

２．前項の保険金等の受取人または保険契
約者の代理人（以下「代理請求人」といい
ます。）は、次の者とします。 
(1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、

次の①または②の範囲内であらかじめ
指定した者（以下「指定代理請求人」と
いいます。）。ただし、請求時において
もその者が次の①または②の範囲内の
者であることを要します。 
① 次の範囲内の者 
ア．被保険者の戸籍上の配偶者 
イ．被保険者の直系血族 

【削除】 
 

ウ．被保険者の３親等内の親族 
 
 
 
 

第２条（保険金等の代理請求） 
１．この特約を付加した場合、次に定めると
ころにより代理請求を取り扱います。 
(1) 被保険者と主契約または主契約に付

加されている特約の保険金、年金、一
時金または給付金（以下「保険金等」
といいます。）の受取人が同一の場合
で、請求を行う意思表示が困難である
等の特別の事情があるために、その保
険金等の受取人が保険金等を請求す
ることができないときは、保険金等の
受取人の代理人が、保険金等を請求す
ることができます。 

(2) 被保険者と保険契約者が同一の場合
で、請求を行う意思表示が困難である
等の特別の事情があるために、保険契
約者が保険料の払込免除を請求する
ことができないときは、保険契約者の
代理人が、保険料の払込免除を請求す
ることができます。 

２．前項の保険金等の受取人または保険契
約者の代理人（以下「代理請求人」といい
ます。）は、次の者とします。 
(1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、

次の①または②の範囲内であらかじめ
指定した者（以下「指定代理請求人」と
いいます。）。ただし、請求時において
もその者が次の①または②の範囲内の
者であることを要します。 
① 次の範囲内の者 
ア．被保険者の戸籍上の配偶者 
イ．被保険者の直系血族 
ウ．被保険者の兄弟姉妹（兄弟姉妹
がいないときは甥姪） 

エ．被保険者と同居し、または、被
保険者と生計を一にしている被
保険者の３親等内の親族 

 
 



（前ページの続き） 
 

② 次の範囲内の者。ただし、会社所
定の書類等によりその事実が確認
でき、かつ、保険金等の受取人また
は保険契約者のために保険金等ま
たは保険料の払込免除を請求すべ
き適当な理由があると会社が認め
た者に限ります。 
ア．被保険者と同居し、または被保
険者と生計を一にしている前①
に掲げる以外の者 

イ．被保険者の療養看護に努め、ま
たは被保険者の財産管理を行っ
ている者 

ウ．その他前アおよびイに掲げる
者と同等の特別な事情がある者
として会社が認めた者 

（前ページの続き） 
 
② 次の範囲内の者。ただし、会社所
定の書類等によりその事実が確認
でき、かつ、保険金等の受取人また
は保険契約者のために保険金等ま
たは保険料の払込免除を請求すべ
き適当な理由があると会社が認め
た者に限ります。 
ア．被保険者と同居し、または被保
険者と生計を一にしている前①
エに掲げる以外の者 

イ．被保険者の療養看護に努め、ま
たは被保険者の財産管理を行っ
ている者 

ウ．その他前アおよびイに掲げる
者と同等の特別な事情がある者
として会社が認めた者 

 

２．（旧）あいおい生命のご契約                                  

（１）改定対象となる特約条項 

指定代理請求人特約 

（２）指定代理請求人特約条項 改定対比表（指定代理請求人の範囲拡大部分を抜粋） 

改定後（２０２４年３月２日以降） 現行（２０２４年３月１日以前） 

（指定代理請求人の指定および変更） 
第３条 この特約を付加した場合、保険契約者

は、被保険者の同意を得てあらかじめつ
ぎの各号の範囲内で、この特約が付加さ
れた主契約につき１人の者を指定してく
ださい（本条により指定された者を、以下
「指定代理請求人」といいます。）。 
(1) つぎの範囲内の者 

(ｱ) 被保険者の戸籍上の配偶者 
 
 
(ｲ) 被保険者の直系血族 
(ｳ) 被保険者の３親等内の親族 
 
 
 

(2) つぎの範囲内の者。ただし、会社所
定の書類等によりその事実が確認で
き、かつ、保険金等の受取人のために
保険金等を請求すべき適当な理由があ
ると会社が認めた者に限ります。 
(ｱ) 被保険者と同居し、または、被保

険者と生計を一にしている前号に
掲げる以外の者 

(ｲ) 被保険者の療養看護に努め、また
は、被保険者の財産管理を行なって
いる者 

(ｳ) その他前(ｱ)および(ｲ)に掲げる
者と同等の特別な事情がある者と
して会社が認めた者 

（指定代理請求人の指定および変更） 
第３条 この特約を付加した場合、保険契約者

は、被保険者の同意を得てあらかじめつ
ぎの各号の範囲内で、この特約が付加さ
れた主契約につき１人の者を指定してく
ださい（本条により指定された者を、以下
「指定代理請求人」といいます。）。 

 
(1) 被保険者と同居し、または、被保険

者と生計を一にしている被保険者の戸
籍上の配偶者 

(2) 被保険者の直系血族 
(3) 前号のほか、被保険者と同居し、ま

たは、被保険者と生計を一にしている
被保険者の３親等内の親族 

 
【新設】 

 


